鎌倉市ファミリーサポートセンター運営事業受託者募集要領

１　件名
鎌倉市ファミリーサポートセンター運営事業業務委託

２　業務委託の目的
　　本業務委託は、子育て家庭等の育児又は家事の援助を行いたい者（以下「支援会員」という。）と当該援助を受けたい者（以下「依頼会員」という。）からなる会員組織である鎌倉市ファミリーサポートセンター（以下「センター」という。）の運営等を行うものである。

３　委託業務の範囲
　⑴　鎌倉市ファミリーサポートセンター（鎌倉市御成町20番21号　鎌倉市福祉センター3階）で年間を通じて週５日（原則として月曜日～金曜日。ただし、祝日、市長が休館を承認した日を除く。）、午前９時から午後５時まで開所する。なお、事業の都合により、開所日時以外に開所することを妨げない。
⑵　センターにはアドバイザーを配置すること。またアドバイザーは、センターの運営に必要な人数を配置すること。
⑶　アドバイザーに係る経費、講座に係る講師・スタッフの謝礼（交通費を含む）、テキスト他、事業実施に際しての経費、講座等参加者の保険料は受注者の負担とする。
⑷　アドバイザーの人件費は、神奈川県の最低賃金（１時間1,225円。令和７年10月４日改定。）を下回らないこと。委託期間中に神奈川県の最低賃金の改定があった場合、改定後の期間について、改定後の最低賃金を下回らない金額とすること。その場合でも委託金額に変更はない。
⑸　委託業務は年間を通じた業務の実施、講座の企画、緊急対応など実施に関する一切の業務を含むものする。

４　委託業務内容
仕様書及び仕様書特記事項のとおり

５　応募の要件
⑴　応募者
　ファミリーサポートセンターの運営に関する知識があり、神奈川県内で地域に根ざした子育て支援を行う団体やＮＰＯ、同様の事業を実施している企業などで、次の事項に該当する法人等とします。
ア　会社更生法（平成14年法律第154号）､民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき更生又は再生手続きをしていないこと。
イ　地方自治法施行令第167条の４第１項又は第２項の規定に抵触しないこと。
ウ　諸税を滞納していないこと。
エ　鎌倉市暴力団排除条例（平成23年10月条例第11号）第２条に定める暴力団、又は暴力団経営支配法人等に該当しないこと。
オ　神奈川県暴力団排除条例第23条第１項及び第２項に反していないこと。
　　※　エ及びオについては、鎌倉市が神奈川県警察本部に対し調査・照会を行うことがあります。
⑵　応募方法
応募しようとする者は、提出期限までに下記に定める関係書類を揃えて提出すること。
　⑶　質問期間
　　　令和８年（2026年）４月６日（月）９時から令和８年（2026年）４月10日（金）17時まで、電子メールにて受付。
　　　回答は令和８年（2026年）４月17日（金）までにメールで回答するとともに、ホームページに質問と回答を掲載。
　　　メール送信先：kokatei-sien@city.kamakura.kanagawa.jp
　  ⑷　提出期限
　　　令和８年（2026年）４月28日（火）17時00分
　⑸　提出場所
〒248-8686　鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市こどもみらい部こども家庭相談課
⑹　提出方法
郵送での提出も可。ただし、その場合は提出期限必着とする。未着の場合の責任は提案者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
⑺　提出書類の内容
以下の書類（正本１部、副本５部）を提出すること。副本は団体名が分からないよう
にすること。（Ａ４版で２枚程度）
ア　鎌倉市ファミリーサポートセンター運営事業提案書(別紙様式)
イ　別紙提案書（任意の様式で、募集要領、仕様書、審査項目をもとに記載すること。）
ウ　事業実施実績（任意の様式で、団体としての過去２年度分の活動実績を記載すること。）
エ　見積書（令和８年（2026年）７月１日から令和11年（2029年）６月30日までのもの）
　⑻　選定基準
ア　提出された提案書に基づいて審査を行い、最も優秀な提案の応募者１者（団体）を委託先候補として選定する。最高得点者が複数の場合は、見積額がより廉価であった事業者を、更に見積額が同額であった場合は、委員会の投票で最優秀提案者(契約予定事業者)を決定する。応募者が１者のみの場合でも審査会を実施し、各委員の合計点の平均得点が21点以上あったときに、委託を決定するものとする。なお、２人以上の委員が合計点11点以下の評価をした場合は、失格とする。
イ　プレゼンテーションの時間は15分以内、15分過ぎたら途中でも終了。質疑応答10分を予定。

[bookmark: _Hlk221883247]ファミリーサポートセンター運営事業審査選考基準

	審査項目
	審査基準
	配点

	①
	委託目的
	・提案が「地域ぐるみで子育て家庭等を支え、心豊かに暮らせる環境づくり」という目的に合致しているか。
	５

	
	
	・事業内容（募集・調整・講習・広報等）を網羅的に遂行する意図が明確か。
	

	②
	専門的知識
（アドバイザー含む）
	・アドバイザーを適切に配置し、仕様書３記載の事業内容を遂行できる能力があるか。
	５

	
	
	・スタッフ及びアドバイザーの資格、経験、研修計画、危機対応、トラブル対応力があるか。
	

	③
	会員増のため
の周知
	・会員を増やすための市民への周知方法、講座内容等に工夫がされているか。
	５

	
	
	・SNS 等を活用したシームレスな情報共有体制の構築が図られているか。
	

	④
	見積金額
	・見積金額は適切か。
	５

	⑤
	実施体制
	・事務局運営時間（原則平日9:00−17:00）の業務を行うための十分な人数や組織となっているか。
	５

	⑥
	支援実績
	・ファミリーサポートセンターの運営に関する知識が十分であり、神奈川県内で地域に根ざした子育て支援実績がある団体か。
	５

	⑦
	本市政策との
整合性
	・本市の計画や既存施策を参照し、地域特性を踏まえた提案であるか。
	５

	　
	合　　計
	
	３５



⑼　スケジュール
申請受付期間（ＨＰ掲載、募集要領等の配布）　４月６日（月）～４月28日(火)
質問受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月６日（月）～４月10日（金）
質問への回答期限　　　　　　　　　　　　　　４月17日（金）
関係書類提出期限　　　　　　　　　　　　　　４月28日（火）
選考委員会（プレゼンテーション）　　　　　　５月18日(月)から5月21日(木)の
いずれか1日

⑽　予定金額及び契約保証金について
ア　予定金額（上限）
令和８年（2026年）７月１日～令和11年（2029年）６月30日　
総額51,928,236円（月額 1,442,451円）
　　イ　契約保証金
　　　　鎌倉市契約規則第２条第１項第２号の規定によるものとする。
 ⑾　発注者が負担する経費等
　　ア　固定電話電信料（２回線）
　　イ　会員の活動に係る保険料（アドバイザーの研修・会合等に係る保険は除く。）
　⑿　契約履行期間
令和８年（2026年）７月１日から令和11年（2029年）６月30日まで。
[bookmark: _Hlk38372455]ただし、本件は３年間の長期継続契約のため、翌年度以降において、本市の当該歳出予算の金額に減額又は削除があった場合には、当該契約を解除することがある。
　⒀　その他
ア　契約締結前に提案内容の一部見直しを求めることがある（その場合は、契約締結前に協議をする）。また、事業実施後、実施内容が提案書の内容と異なっている場合、実施内容等の変更を求めることがある。
イ　会員からの苦情等、業務実施上のトラブルについては、受注者の責任において処理し、適宜、その旨を報告すること。
ウ　企画提案の応募に係る経費は提案者の負担とし、発注者は一切の費用負担を行わない。また、提出された提案書は返却しない。
エ　提出された提案書は原則公開とする。部分的に非公開を希望する場合は申し出により協議する。
オ　採用及び不採用の決定は、審査終了後、速やかに文書で通知する。また、市役所のHPにて提案者の名前を伏せて合計点と順位のみ公表する。なお、結果に対する質問は受け付けない。
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〒248-8686　鎌倉市御成町18-10
鎌倉市こどもみらい部こども家庭相談課
TEL 　0467-61-3896
FAX 　0467-23-8700（総務課）
E-mail：kokatei-sien@city.kamakura.kanagawa.jp
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